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※市外局番（0587）は省略

　コミュニティバスの運行における利用者１人当たりの市負
担額は下表のとおりです。この負担額の基準値を1,500円と
し、利用状況を参考に運行路線の見直しを検討していきます。
　運行を継続していくために、コミュニティバスを利用してく
ださい。

総務課　 32-1159　 1291

コミュニティバスを利用してください

●令和８年４月分

路線名 利用人数 バス運行経費における
１人当たりの市負担額

祖父江・稲沢線 ふれあいの郷系統 1,569人 690円
祖父江・稲沢線 地泉院系統 1,736人 612円
下津・大里線 1,345人 887円
千代田・平和線 1,151人 999円

県消防操法大会に第１分団が出場します 4998
　５月17日に行われた市消防操法大会では第１分団（稲沢市民センター
地区）が優勝し、第３分団（下津市民センター地区）が準優勝しました。
第１分団は、７月４日㈯に蟹江町で開催される県消防操法大会に、市代
表として出場します。
　大会に向けて訓練に励んでいますので、皆さんの応援をお願いします。

消防本部総務課　 22-2111

小学生にコミュニティバス
などの無料体験乗車券を
配布します 4138

　市内の小学生に市内全路線で
使用できる「稲沢市コミュニ
ティバス・稲沢市コミュニティ
バス接続便小学生無料体験乗車
券」（６枚）を配布します。

�市内の小学生　※保護者は通
常料金（１乗車200円）が必要
有�効期間　７月18日㈯～８月

31日㈪
配�布方法　
・�市内小学校に通う児童…各小

学校を通じて配布
・�市外小学校に通う児童…児童

の本人確認書類（住所・氏名・
生年月日の記載があるもの）
を持参の上、総務課（ 32-
1159）へ 健康寿命を延ばす第１歩は「健康診査」から

　生活習慣病（糖尿病、高血圧など）の早期発見・重症化予防のため、
年に１回健康診査を受けましょう。
受診期間　10月31日㈯まで

�国民健康保険に加入の40歳～ 74歳の方、後期高齢者医療に加入の方
�受診券、マイナ保険証または資格確認書
�対象者には４月下旬以降、順次受診券を送付しています。受診方法
など詳しくは、 5787 で確認してください
国保年金課　 32-1312

聞こえの心配な乳幼児の
保護者の皆さんへ

1547

　子どもが「音に反応しない」
「名前を呼んでも振り向かない」
などの不安があればすぐに相談
してください。相談は随時受け
付けます。

�子育てなどの教育相談、乳幼
児教室、進路相談

� �県立一宮聾学校　
　 0586-45-6000

総合教育会議 2218
　希望者は傍聴できます。
７月７日㈫、午後１時30分
市役所議員総会室
10人（先着）
市長と教育委員会による会議
�当日、午後１時～１時20分
に会場へ
庶務課　 32-1435

市民病院のあり方検討
委員会 5359

　希望者は傍聴できます。
�７月24日㈮、午後１時30分
～３時30分
�市役所議員総会室
30人程度（先着）
�持続可能な経営体制を構築
し、地域医療を守るため、外
部有識者を中心に市民病院の
あり方を検討する
当日、午後１時10分に会場へ
�開催状況や資料など、市ホーム
ページで随時お知らせします
秘書政策課　 32-2310

介護保険料における
所得基準の見直し

　介護保険法施行令の一部改
正に伴い、令和８年度から介護
保険料の一部の所得段階にお
いて所得基準が見直されます。
詳しくは、 1366 で確認し
てください｡
高齢介護課   32-1286

一宮西港道路の都市計画基本方針（案）および
環境影響評価方法書の縦覧、説明会の開催 5699

縦�覧期間　７月７日㈫～８月７日㈮
縦�覧場所　県庁都市計画課（名古屋市中区三の丸３丁目）、市役所都市

計画課
意�見書の提出　案に意見のある方は、８月21日㈮（必着）までに持参

または郵送（〒460-8501　住所不要）で県都市計画課（ 052-
954-6515）へ　※あいち電子申請・届出システムでの提出可

●説明会
７月18日㈯、午前10時
勤労福祉会館多目的ホール
260人（先着）
�当日、開催時間までに会場へ
都市計画課　 32-1362
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財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。

広
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夏の交通安全市民運動・
夏の安全なまちづくり市民運動

　７月11日～20日に「夏の交通安全市民運動」を行います。
この時期は、暑さや疲れから注意力が散漫になり、交通事故
の危険性が高まります。
　次の３つの重点に注意し、一人一人が交通ルールの順守と
正しい交通マナーを実践することで、交通事故の防止を図り
ましょう。

　８月１日～ 10日に「夏の安全なまちづくり市民運動」を行
います。夏を迎え、開放的な気分になりますが、周囲には危
険が潜んでいます。犯罪被害に遭わないためには、一人一人
が日頃から高い防犯意識を持ち、身近な対策を実践していく
ことが大切です。声掛け・つきまとい、特殊詐欺、侵入盗や
自動車盗などに注意しましょう。

① �歩行者の安全な交通行動の実践および安全確保
② 自転車などの交通ルールの順守およびヘルメット着用の徹底
③ �運転者の安全運転意識の向上および飲酒運転などの根絶

総務課　 32-1159　 1308

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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